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平成２９年６月城南衛生管理組合議会臨時会会議録 

 

平成２９年６月１日  

午 前 １ ０ 時  開 議 

 
１ 出席議員 

太 田 克 彦  議 員 

亀 田 優 子  議 員 

近 藤 恒 史  議 員 

田 島 祥 充  議 員 

馬 場  哉   議 員 

藤 本 英 樹  議 員 

岩 田  剛   議 員 

岡 田 久 雄  議 員 

一 瀬 裕 子  議 員 

上 原  敏   議 員 

熊 谷 佐和美  議 員 

 西  良 倫  議 員 

信 貴 惠 太  議 員 

松 本 義 裕  議 員 

秋 月 新 治  議 員 

池 田 輝 彦  議 員 

岡 本 里 美  議 員 

荻 原 豊 久  議 員 

真 田 敦 史  議 員 

鳥 居  進   議 員 

山 崎 恭 一  議 員 

渡 辺 俊 三  議 員 

 

２ 説明のため出席した者 

山 本  正   管 理 者 

奥 田 敏 晴  副管理者 

堀 口 文 昭  副管理者 

信 貴 康 孝  副管理者 

西 谷 信 夫  副管理者 

汐 見 明 男  副管理者 

竹 内 啓 雄  専任副管理者 

野 田 浩 靖  事業部長 

栗 山 淳 彦  施設部長 

越 智 広 志  安全推進室長 



2 

杉 崎 雅 俊  事業部理事 

伊 庭 利 夫  会計管理者 

福 西  博   施設部次長 

川 島 修 啓  施設部次長 

橋 本 哲 也  財政課長 

別 所 尚 紀  総務課長 

花 畑 久仁浩  業務課長 

池 本 篤 史  施設課長 

田 中 真 宏  新折居清掃工場建設推進課長 

山 内 皇太郎  クリーンピア沢所長 

 岡  輝 臣  リサイクルセンター長谷山所長 

親 見 善 人  グリーンヒル三郷山所長 

山 田 達 也  エコ・ポート長谷山所長 

 

３ 職務のため議場に出席した職員 

木 下  敦   議会事務局長 

福 山 哲 之  財政課課長補佐 

 

４ 議事日程（第１号） 

日程第 １       諸報告について 

日程第 ２ 選第１号  議長の選挙について 

 

５ 議事日程（第１号の２） 

日程第 １ 選第２号  副議長の選挙について 

日程第 ２       議席の指定について 

日程第 ３       会議録署名議員の指名について 

日程第 ４       会期の決定について 

日程第 ５       議会運営委員会委員の選任について 

日程第 ６       常任委員会委員の選任について 

日程第 ７ 議案第６号 城南衛生管理組合職員退職手当に関する条例の一部を改 

正する条例を制定するについて 

追加日程  議案第７号 監査委員の選任同意を求めるについて 

日程第 ８       諸報告について 

 

６ 会議に付した事件 

第１号日程第１～日程第２、第１号の２日程第１～第８、追加日程 

 

午前９時５８分 開会 

 

○木下 敦議会事務局長 おはようございます。 
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 本日招集されました平成２９年６月臨時会は、宇治市議会、城陽市議会、八幡市議会、

久御山町議会において組合議員の改選が行われまして最初の議会であります。その結果、

正副議長が欠員となっております。 

 つきましては、地方自治法第１０７条の規定によりまして、年長議員により臨時に議

長の職務を行っていただきます。出席議員の中で、井手町選出の岩田議員さんが年長の

議員でございますので、ご紹介申し上げます。 

 岩田議員さん、議長席に着席願います。 

 

（岩田剛議員、議長席に着席） 

 

○岩田 剛臨時議長 おはようございます。 

 ただ今ご紹介をいただきました井手町議会選出の岩田剛でございます。 

 地方自治法第１０７条の規定によりまして、年長のゆえをもちまして、臨時議長の職

務を行います。何とぞよろしくお願い申し上げます。座らせていただきます。 

 会議前の連絡事項につきまして、ご報告申し上げます。ただ今の出席議員数は２２名

全員でございます。 

 これより、平成２９年６月城南衛生管理組合議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議

を開きます。この際、議事の進行上、仮議席を指定いたします。仮議席は、ただ今ご着

席の議席といたします。なお、開会に当たりまして、管理者よりご挨拶の申し出があり

ますので、これをお受けいたしたいと思います。 

 山本管理者。 

 

○山本 正管理者（登壇） 皆さん、おはようございます。 

 本日ここに平成２９年６月城南衛生管理組合議会臨時会を招集いたしましたところ、

議員の皆様方には何かとお忙しい中にもかかわりませず、ご参集を賜りまして厚く御礼

を申し上げます。 

 さて、このたびは当組合を構成いたします市町のうち、宇治市、城陽市、八幡市、久

御山町で議会人事の改選が行われ、３市１町選出の組合議員の改選もあわせて行われた

ところでございます。この改選に伴いまして、本日の臨時会で組合議会の新しい運営体

制を整えられることと存じますが、改選後初の議会でもありますので、ここで改めて私

どもの紹介をさせていただきたく存じます。 

 私は管理者を仰せつかっております宇治市長の山本でございます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 議員の皆様方のお席から向かって左側の理事者席前列、八幡市長の堀口副管理者でご

ざいます。 

 

○堀口文昭副管理者 よろしくお願いします。 

 

○山本 正管理者 そのお隣が、宇治田原町長の西谷副管理者でございます。 
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○西谷信夫副管理者 西谷です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○山本 正管理者 そして、お席から向かって右側の理事者席前列、城陽市長の奥田副管

理者でございます。 

 

○奥田敏晴副管理者 よろしくお願いします。 

 

○山本 正管理者 久御山町長の信貴副管理者でございます。 

 

○信貴康孝副管理者 信貴でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○山本 正管理者 井手町長の汐見副管理者でございます。 

 

○汐見明男副管理者 よろしくお願いします。 

 

○山本 正管理者 次に、向かって左側の理事者席後列、私の後ろの席には、竹内専任副

管理者でございます。 

 

○竹内啓雄専任副管理者 よろしくお願いします。 

 

○山本 正管理者 その隣が、野田事業部長でございます。 

 

○野田浩靖事業部長 よろしくお願いします。 

 

○山本 正管理者 栗山施設部長でございます。 

 

○栗山淳彦施設部長 よろしくお願いします。 

 

○山本 正管理者 越智安全推進室長でございます。 

 

○越智広志安全推進室長 よろしくお願いいたします。 

 

○山本 正管理者 杉崎事業部理事でございます。 

 

○杉崎雅俊事業部理事 よろしくお願いします。 

 

○山本 正管理者 福西施設部次長でございます。 

 

○福西 博施設部次長 よろしくお願いします。 
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○山本 正管理者 川島施設部次長でございます。 

 

○川島修啓施設部次長 よろしくお願いします。 

 

○山本 正管理者 また、お席から向かって右側の理事者席後列、伊庭会計管理者でござ

います。 

 

○伊庭利夫会計管理者 よろしくお願いします。 

 

○山本 正管理者 また、理事者席後列以下、議場左側に本組合の所属長を出席させてお

ります。 

 

（一同起立、立礼、着席） 

 

○山本 正管理者 今後とも、議員の皆様方には格別のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、

よろしくお願いを申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

日程第１ 諸報告について 

 

○岩田 剛臨時議長 日程第１、諸報告を行います。久御山町議会選出の中井孝紀議員、

中野ますみ議員から、八幡市議会選出の亀田優子議員、関東佐世子議員、菱田明儀議員、

山田芳彦議員から、宇治市議会選出の大河直幸議員、久保田幹彦議員、坂下弘親議員、

服部正議員、松峯茂議員、水谷修議員、長野恵津子議員から、城陽市議会選出の上原敏

議員、大西吉文議員、西良倫議員、藤城光雄議員から、それぞれ辞職願が提出され、地

方自治法第１２６条の規定によりまして、許可されましたのでご報告申し上げます。 

 次に、久御山町議会選出の信貴惠太議員、松本義裕議員が、八幡市議会選出の太田克

彦議員、亀田優子議員、近藤恒史議員、田島祥充議員が、宇治市議会選出の池田輝彦議

員、岡本里美議員、荻原豊久議員、真田敦史議員、鳥居進議員、山崎恭一議員、渡辺俊

三議員が、城陽市議会選出の一瀬裕子議員、上原敏議員、熊谷佐和美議員、西良倫議員

が当選されましたので、ご報告申し上げます。 

 改選議員につきましては、お手元に議員名簿を配付いたしておりますので、ご覧おき

願います。 

 お諮りします。 

 このたびの改選におきまして、３市１町の選出議員におかれましては、本日の初議会

を迎えられたわけでございますが、初対面の方も少なくないようでございますので、こ

の際、議員各位の自己紹介をお願いしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○岩田 剛臨時議長 ご異議がないようですので、八幡市の太田克彦議員から、順次自己

紹介をお願いいたします。 

 

○太田克彦議員 八幡市議会選出の太田克彦でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 

○亀田優子議員 同じく八幡市議会選出の亀田優子でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

○近藤恒史議員 同じく八幡市議会選出の近藤恒史でございます。どうぞよろしくお願い

します。 

 

○田島祥充議員 同じく八幡市議会選出の田島祥充でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

○馬場 哉議員 宇治田原町議会選出の馬場哉でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

○藤本英樹議員 宇治田原町議会選出の藤本英樹でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

○岩田 剛議員 井手町選出の岩田剛でございます。どうかよろしくお願いします。 

 

○岡田久雄議員 井手町選出の岡田久雄です。どうかよろしくお願いいたします。 

 

○一瀬裕子議員 城陽市議会選出の一瀬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○上原 敏議員 同じく城陽市議会選出の上原敏でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

○熊谷佐和美議員 城陽市の熊谷佐和美でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

 

○西 良倫議員 同じく城陽市選出の西良倫です。よろしくお願いします。 

 

○信貴惠太議員 久御山町議会選出の信貴惠太と申します。よろしくお願いします。 

 

○松本義裕議員 同じく久御山町議会選出の松本義裕でございます。どうかよろしくお願

いいたします。 

 

○秋月新治議員 宇治市選出の秋月新治でございます。よろしくお願いします。 
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○池田輝彦議員 宇治市議会選出、池田輝彦でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

○岡本里美議員 宇治市議会選出の岡本里美です。よろしくお願いいたします。 

 

○荻原豊久議員 おはようございます。宇治市議会選出の荻原でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

○真田敦史議員 おはようございます。同じく宇治市選出の真田敦史です。よろしくお願

いします。 

 

○鳥居 進議員 おはようございます。宇治市議会選出の鳥居でございます。よろしくお

願いします。 

 

○山崎恭一議員 おはようございます。宇治市議会選出の山崎恭一でございます。よろし

くお願いいたします。 

 

○渡辺俊三議員 おはようございます。同じく宇治市選出の渡辺俊三です。よろしくお願

いします。 

 

○岩田 剛臨時議長 ありがとうございました。 

 なお、私の左側には議会事務局職員が出席いたしております。 

 木下議会事務局長でございます。 

 

○木下 敦議会事務局長 よろしくお願いいたします。 

 

○岩田 剛臨時議長 書記の福山でございます。 

 

○福山哲之財政課課長補佐 よろしくお願いします。 

 

       日程第２ 選第１号 議長の選挙について 

 

○岩田 剛臨時議長 日程第２、選第１号、これより議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定によりまして、指名

推選によりたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○岩田 剛臨時議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によること
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と決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 臨時議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○岩田 剛臨時議長 ご異議なしと認めます。よって、臨時議長において指名することに

決定いたしました。 

 議長に真田敦史議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、臨時議長において指名いたしました真田敦史議員を議長の当選人と定めるこ

とにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○岩田 剛臨時議長 異議なしと認めます。よって、ただ今指名いたしました真田敦史議

員が議長に当選されました。 

 ただ今、議長に当選されました真田敦史議員が議場におられますので、本席から会議

規則第３３条第２項の規定による告知をいたします。 

 この際、真田敦史議員よりご挨拶をお受けしたいと思います。 

 真田敦史議員、よろしくお願いします。 

 

○真田敦史議長（登壇） おはようございます。 

 議長就任に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ただ今、議員の皆様方のご推挙を賜り、議長の大役を仰せつかることになりました。

私といたしましては、この上もなく光栄に存じますとともに、その任務の重大さを痛感

している次第でございます。 

 ここに皆様のご推挙を受けました以上は、議員各位の力強いご支援とご指導をいただ

きまして、管内３７万人の住民の環境行政を預かる議会として、円滑な議会の運営と環

境行政の推進に向けて、私自身、微力ではございますが、全力を尽くしてまいりたいと

存じます。 

 何とぞ関係各位の格段のご支援、並びにご協力をお願い申し上げまして、まことに簡

単ではございますが、議長就任に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。ありが

とうございました。（拍手） 

 

○岩田 剛臨時議長 ありがとうございました。 

 皆様方のご協力によりまして、無事この任務を全うすることができました。心からお

礼を申し上げまして、降壇の挨拶とさせていただきます。 

 それでは、真田敦史議員、議長席にお着き願います。 
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（真田敦史議員、議長席に着席） 

 

○真田敦史議長 暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１３分 休憩 

午前１０時１４分 再開 

 

○真田敦史議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これより議事日程第１号の２により議事を進めます。これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 ご異議なしと認めます。よって、これより議事日程第１号の２により議

事を進めます。 

 

       日程第１ 選第２号 副議長の選挙について 

 

○真田敦史議長 日程第１、選第２号、これより副議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選に

よりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決

定をいたしました。 

 お諮りいたします。 

 議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いた

しました。 

 副議長に熊谷佐和美議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議長において指名いたしました熊谷佐和美議員を副議長の当選人と定めるこ

とにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○真田敦史議長 異議なしと認めます。よって、ただ今指名いたしました熊谷佐和美議員

が副議長に当選されました。 

 ただ今、副議長に当選されました熊谷佐和美議員が議場におられますので、本席から

会議規則第３３条第２項の規定による告知をいたします。 

 ただ今、副議長に当選されました熊谷佐和美議員から就任のご挨拶をいただきます。 

 

○熊谷佐和美副議長（登壇） 失礼いたします。城陽市の熊谷佐和美でございます。 

 ただ今、議長からご報告がございましたように、図らずも私、皆様方のご推挙により

まして副議長に就任をさせていただくこととなりました。身に余る光栄と、心から厚く

御礼を申し上げる次第でございます。 

 皆様方のご指導とご厚情を得まして、城南衛生管理組合議会議長を補佐して、また円

滑な議会の運営に微力ながら努力をしていく所存でございます。 

 今後ともよろしくご指導、ご鞭撻をお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていた

だきます。どうもありがとうございました。（拍手） 

 

○真田敦史議長 ありがとうございました。 

 

       日程第２ 議席の指定について 

 

○真田敦史議長 次に、日程第２、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第３条第２項の規定により、議長において、ただ今ご着席の仮議席

のとおり指定いたします。 

 

       日程第３ 会議録署名議員の指名について 

 

○真田敦史議長 次に、日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２１条の規定により、議長において、１０番上原敏

議員、１７番岡本里美議員を指名いたします。 

 

       日程第４ 会期の決定について 

 

○真田敦史議長 次に、日程第４、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 ご異議なしと認めます。よって、今期臨時会の会期は、本日の１日間と
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決定いたしました。 

 

       日程第５ 議会運営委員会委員の選任について 

 

○真田敦史議長 次に、日程第５、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。 

 現在、欠員となっております議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第４

条第１項の規定により、近藤恒史議員、一瀬裕子議員、松本義裕議員、鳥居進議員、渡

辺俊三議員を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 ご異議なしと認めます。よって、ただ今指名いたしました議員を議会運

営委員会委員に選任することに決定いたしました。 

 ただ今選任いたしました５人の議会運営委員会委員を含む議会運営委員会委員の方

は、休憩中に委員会を開いていただき、正副委員長の互選及び今期臨時会の運営につい

てご協議いただきたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１９分 休憩 

午前１０時３９分 再開 

 

○真田敦史議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩中に開かれました議会運営委員会において、委員長を互選の結果、委員長に松本

義裕議員が、副委員長には渡辺俊三議員が当選されましたので、ご報告いたします。 

 

       日程第６ 常任委員会委員の選任について 

 

○真田敦史議長 次に、日程第６、常任委員会委員の選任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 現在、欠員となっております常任委員会委員の選任については、委員会条例第４条第

１項の規定により、総務常任委員には、太田克彦議員、近藤恒史議員、上原敏議員、西

良倫議員、松本義裕議員、荻原豊久議員、鳥居進議員、山崎恭一議員、私、真田敦史を。

廃棄物（ごみ・し尿）処理常任委員には、亀田優子議員、田島祥充議員、一瀬裕子議員、

熊谷佐和美議員、信貴惠太議員、秋月新治議員、池田輝彦議員、岡本里美議員、渡辺俊

三議員をそれぞれ指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 ご異議なしと認めます。よって、ただ今指名いたしました議員を各常任
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委員会委員に選任することに決定いたしました。 

 ただ今選任されました委員を含む各常任委員会委員の方は、休憩中に常任委員会を開

いていただき、副委員長の互選を行い、その結果を議長まで報告を願います。 

 暫時休憩いたします。 

 

午前１０時４１分 休憩 

午前１０時４８分 再開 

 

○真田敦史議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩中に開かれました各常任委員会において、副委員長を互選の結果、総務常任委員

会副委員長に近藤恒史議員が、次に、廃棄物（ごみ・し尿）処理常任委員会副委員長に

一瀬裕子議員がそれぞれ当選されましたので、ご報告いたします。 

 

       日程第７ 議案第６号 城南衛生管理組合職員退職手当に関する条例の 

                  一部を改正する条例を制定するについて 

 

○真田敦史議長 次に、日程第７、議案第６号、城南衛生管理組合職員退職手当に関する

条例の一部を改正する条例を制定するについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 山本管理者。 

 

○山本 正管理者（登壇） ただ今議題となりました議案第６号、城南衛生管理組合職員

退職手当に関する条例の一部を改正する条例を制定するについての提案理由のご説明

を申し上げます。 

 本案は、雇用保険法等の一部改正に伴い、その目的・趣旨に基づき、短い勤続期間で

退職した者に対しまして支給しております失業者の退職手当の関係規定につきまして、

議案第６号参考資料のとおり、所要の改正をする必要が生じたため提案いたすものでご

ざいます。 

 なお、施行期日につきましては、雇用保険法が平成２９年４月１日から施行されてお

りますことから公布の日とし、４月１日から適用することとしております。また、一部

の規定につきましては、同法の施行日である平成３０年１月１日といたしております。 

 よろしくご審議をいただき、ご可決を賜りますようお願いを申し上げます。 

 

○真田敦史議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 これにて、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第６号を採決いたします。第６号議案を可決するに賛成の議員の起立を

求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

○真田敦史議長 起立全員であります。よって、第６号議案は原案のとおり可決されまし

た。 

 暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５２分 休憩 

午前１０時５３分 再開 

 

       追加日程 議案第７号 監査委員の選任同意を求めるについて 

 

○真田敦史議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 お手元に配付いたしました議案第７号、監査委員の選任同意を求めるについて、同意

を求める件が管理者から提出されました。 

 お諮りいたします。 

 この際、日程に追加し、議案第７号、監査委員の選任同意を求めるについてを直ちに

議題とすることにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 ご異議なしと認めます。したがって、議案第７号、監査委員の選任同意

を求めるについてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。 

 これより、議案第７号、監査委員の選任同意を求めるについてを議題といたします。 

 太田克彦議員、ご退席を願います。 

 

（太田克彦議員、退席） 

 

○真田敦史議長 提案理由の説明を求めます。 

 山本管理者。 

 

○山本 正管理者（登壇） ただ今議題となりました議案第７号、監査委員の選任同意を

求めるについての提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、城南衛生管理組合議会議員の改選に伴いまして、欠員となっております議会

選出の監査委員として、太田克彦議員を選任いたしたく、本組合規約第１１条第２項の
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規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

 ご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

○真田敦史議長 これより質疑に入ります。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第７号については、討論を省略し、直ちに採決に入

りたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 ご異議なしと認めます。よって、これより議案第７号を採決いたします。 

 本議案は、これを同意するにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○真田敦史議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第７号はこれを同意することに決

しました。 

 暫時休憩いたします。 

 

（太田克彦議員、入場） 

 

午前１０時５５分 休憩 

午前１０時５６分 再開 

 

○真田敦史議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 太田議員にご報告申し上げます。全会一致にて監査委員に選任同意されましたので、

ご報告いたします。 

 

       日程第８ 諸報告について 

 

○真田敦史議長 次に、日程第８、諸報告を行います。 

 城南衛生管理組合監査委員から報告のありました地方自治法第２３５条の２第３項

の規定による例月出納検査結果２件につきましては、報告書をお手元に配付いたしてお

りますので、ご覧おき願います。 

 以上で、今臨時会の会議に付議された事件は全て議了いたしました。 

 これをもって、平成２９年６月、城南衛生管理組合議会臨時会を閉会いたします。 
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 なお、閉会に当たりまして、管理者から挨拶を求めておられますので、これをお受け

いたします。 

 山本管理者。 

 

○山本 正管理者（登壇） 平成２９年６月城南衛生管理組合議会臨時会を閉会するに当

たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本臨時会におきまして、真田議長、熊谷副議長を選出されますとともに、議会運営委

員会及び常任委員会の構成を決定され、また、本日提案をいたしました監査委員の選任

のほか、退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきましても、ご可決を賜り、

まことにありがとうございました。ここに新たな議会構成を整えられ、閉会の運びとな

りましたが、組合運営につきまして、議員各位のさらなるご指導、ご鞭撻を賜りますよ

うお願い申し上げる次第でございます。 

 現在、組合で進めております折居清掃工場更新事業につきましては、今年中に新施設

の試運転を行い、平成３０年４月稼働に向けまして、鋭意事業に取り組んでいるところ

でございます。 

 また、し尿処理事業につきましては、し尿等の下水道排水に向けました設備改修等の

取り組みを進めているところでございます。 

 本組合は、安心安全な工場運営、住民感覚に沿った行財政改革、さらなる循環型社会

の構築の３つの基本方針を柱に事業を進めておりますが、今後とも構成市町と連携・協

同いたしまして、安心・安全な廃棄物処理事業の推進により万全を期し、住民の皆さん

の安心と信頼をより一層得られますよう、さらに努力してまいりたいと存じております。 

 結びに当たりまして、時節柄、気候も不順となってまいりますので、ご自愛いただき

ますとともに、ますますのご活躍をお祈り申し上げまして、閉会に当たりましてのご挨

拶とさせていただきます。 

 

○真田敦史議長 以上で閉会いたします。ご苦労さまでした。 

 

午前１１時００分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

城南衛生管理組合議会 

 

議 長  真田 敦史 

副議長  熊谷佐和美 

議 員  上原  敏 

議 員  岡本 里美 



 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料         

 

 

議決議案 

 



議 案 第 ６ 号  

 

城 南 衛 生 管 理 組 合 職 員 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 を 制 定 す る に つ い て  

 

城 南 衛 生 管 理 組 合 職 員 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 を 、 次 の と お り 定 め る も の と す る 。  

 

 

  平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日 提 出  

 

 

              城 南 衛 生 管 理 組 合  

              管 理 者  山 本  正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   城 南 衛 生 管 理 組 合 職 員 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 （ 案 ）  

城 南 衛 生 管 理 組 合 職 員 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３  

７ 年 城 南 衛 生 管 理 組 合 条 例 第 １ ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

 第 １ ０ 条 第 １ ０ 項 中 第 ３ 号 を 第 ４ 号 と し 、 第 ２ 号 を 第

３ 号 と し 、 第 １ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 （ ２ ）  そ の 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合  

  ア  特 定 退 職 者 で あ っ て 、 雇 用 保 険 法 第 ２ ４ 条 の ２

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 に 相 当 す る 者 と し て 規 則 で

定 め る 者 の い ず れ か に 該 当 し 、 か つ 、 管 理 者 が 同

項 に 規 定 す る 指 導 基 準 に 照 ら し て 再 就 職 を 促 進 す

る た め に 必 要 な 職 業 安 定 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １

４ １ 号 ） 第 ４ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 職 業 指 導 を 行 う

こ と が 適 当 で あ る と 認 め た も の  

  イ  雇 用 保 険 法 第 ２ ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働

省 令 で 定 め る 理 由 に よ り 就 職 が 困 難 な 者 で あ っ て  

、 同 法 第 ２ ４ 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 者 に 相

当 す る 者 と し て 規 則 で 定 め る 者 に 該 当 し 、 か つ 、

管 理 者 が 同 項 に 規 定 す る 指 導 基 準 に 照 ら し て 再 就

職 を 促 進 す る た め に 必 要 な 職 業 安 定 法 第 ４ 条 第 ４

項 に 規 定 す る 職 業 指 導 を 行 う こ と が 適 当 で あ る と

認 め た も の  

 第 １ ０ 条 第 １ １ 項 第 ５ 号 中 「 公 共 職 業 安 定 所 の 」 を 「  

公 共 職 業 安 定 所 、 職 業 安 定 法 第 ４ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 特  



定 地 方 公 共 団 体 若 し く は 同 法 第 １ ８ 条 の ２ に 規 定 す る 職  

業 紹 介 事 業 者 の 」 に 改 め る 。  

 附 則 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  平 成 ３ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 以 前 に 退 職 し た 職 員 に 対 す る  

第 １ ０ 条 第 １ ０ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「  

第 ２ ８ 条 ま で 」 と あ る の は 「 第 ２ ８ 条 ま で 及 び 附 則 第  

５ 条 」 と 、 同 項 第 ２ 号 中 「 イ  雇 用 保 険 法 第 ２ ２ 条 第  

２ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 理 由 に よ り 就 職  

が 困 難 な 者 で あ っ て 、 同 法 第 ２ ４ 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号  

に 掲 げ る 者 に 相 当 す る 者 と し て 規 則 で 定 め る 者 に 該 当  

し 、 か つ 、 管 理 者 が 同 項 に 規 定 す る 指 導 基 準 に 照 ら し  

て 再 就 職 を 促 進 す る た め に 必 要 な 職 業 安 定 法 第 ４ 条 第  

４ 項 に 規 定 す る 職 業 指 導 を 行 う こ と が 適 当 で あ る と 認  

め た も の 」 と あ る の は 「 イ  雇 用 保 険 法 第 ２ ２ 条 第 ２  

項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 理 由 に よ り 就 職 が  

困 難 な 者 で あ っ て 、 同 法 第 ２ ４ 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に  

掲 げ る 者 に 相 当 す る 者 と し て 規 則 で 定 め る 者 に 該 当 し  

、 か つ 、 管 理 者 が 同 項 に 規 定 す る 指 導 基 準 に 照 ら し て  

再 就 職 を 促 進 す る た め に 必 要 な 職 業 安 定 法 第 ４ 条 第 ４  

項 に 規 定 す る 職 業 指 導 を 行 う こ と が 適 当 で あ る と 認 め  

た も の  ウ  特 定 退 職 者 で あ っ て 、 雇 用 保 険 法 附 則 第  

５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 地 域 内 に 居 住 し 、 か つ 、 管 理 者  

が 同 法 第 ２ ４ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 指 導 基 準 に 照 ら  

し て 再 就 職 を 促 進 す る た め に 必 要 な 職 業 安 定 法 第 ４ 条  

第 ４ 項 に 規 定 す る 職 業 指 導 を 行 う こ と が 適 当 で あ る と  



認 め た も の （ ア に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 」 と す る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 １

０ 条 第 １ １ 項 第 ５ 号 の 改 正 規 定 及 び 附 則 第 ４ 項 の 規 定

は 、 平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  改 正 後 の 城 南 衛 生 管 理 組 合 職 員 退 職 手 当 に 関 す る 条

例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 １ ０ 条 第 １ ０ 項 及 び

附 則 第 ３ 項 の 規 定 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す

る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

３  新 条 例 第 １ ０ 条 第 １ ０ 項 （ 第 ２ 号 に 係 る 部 分 に 限 り  

、 新 条 例 附 則 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 は 、 退 職 職 員 （ 退 職 し た 城 南 衛

生 管 理 組 合 職 員 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 に 規 定 す

る 職 員 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） で あ っ て 城 南 衛

生 管 理 組 合 職 員 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 第 １ ０ 条 第 １ 項

第 ２ 号 に 規 定 す る 所 定 給 付 日 数 か ら 同 項 に 規 定 す る 待

期 日 数 を 減 じ た 日 数 分 の 同 項 の 退 職 手 当 又 は 同 号 の 規

定 の 例 に よ り 雇 用 保 険 法 （ 昭 和 ４ ９ 年 法 律 第 １ １ ６ 号  

） の 規 定 を 適 用 し た 場 合 に お け る そ の 者 に 係 る 同 号 に

規 定 す る 所 定 給 付 日 数 に 相 当 す る 日 数 分 の 同 条 第 ３ 項

の 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け 終 わ っ た 日 が 平 成 ２ ９ 年 ４ 月

１ 日 以 後 で あ る も の に つ い て 適 用 す る 。  

４  退 職 職 員 で あ っ て 、 雇 用 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る



法 律 （ 平 成 ２ ９ 年 法 律 第 １ ４ 号 ） 第 ４ 条 の 規 定 に よ る

改 正 後 の 職 業 安 定 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ４ １ 号 。 以

下 こ の 項 に お い て 「 新 職 業 安 定 法 」 と い う 。 ） 第 ４ 条

第 ８ 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 公 共 団 体 又 は 新 職 業 安 定 法

第 １ ８ 条 の ２ に 規 定 す る 職 業 紹 介 事 業 者 の 紹 介 に よ り

職 業 に 就 い た も の に 対 す る 新 条 例 第 １ ０ 条 第 １ １ 項 （  

第 ５ 号 に 係 る 部 分 に 限 り 、 城 南 衛 生 管 理 組 合 職 員 退 職

手 当 に 関 す る 条 例 第 １ ０ 条 第 １ ５ 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 は 、 当 該 退 職 職 員 が 当 該 紹 介 に

よ り 職 業 に 就 い た 日 が 附 則 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る

規 定 の 施 行 の 日 以 後 で あ る 場 合 に つ い て 適 用 す る 。  

 

 

 

 



提 案 理 由  

 

 雇 用 保 険 法 等 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 本 組 合 職 員 の 退 職 手

当 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う た め 、 本 案 を 提 案 す る も の

で あ り ま す 。  

 

 



議 案 第 ７ 号  

 

監 査 委 員 の 選 任 同 意 を 求 め る に つ い て  

 

 下 記 の 者 を 監 査 委 員 に 選 任 し た い の で 、 城 南 衛 生 管 理

組 合 規 約 （ 昭 和 ３ ７ 年 城 南 衛 生 管 理 組 合 告 示 第 １ 号 ） 第

１ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。  

 

  平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日 提 出  

 

               城 南 衛 生 管 理 組 合  

               管 理 者  山 本  正     

 

記  

 

城 南 衛 生 管 理 組 合 議 会 議 員  

   太
お お

 田
た

  克
か つ

 彦
ひ こ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



提 案 理 由  

 

 議 会 議 員 の う ち か ら 選 任 す る 監 査 委 員 が 欠 員 と な っ た

の で 、 新 た な 監 査 委 員 を 選 任 し た く 、 議 会 の 同 意 を 求 め

る も の で あ り ま す 。  
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